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性犯罪被害者の人工妊娠中絶費用の公費支出要領の一部改正について（通達）

見出しのことについては、「性犯罪被害者の人工妊娠中絶費用の公費支出要領につ

いて（通達）」（令和３年３月５日付け熊広県第１１０号）に基づき運用してきたとこ

ろであるが、「「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」の決定について」（令和２年６月

１２日付け警察庁丙捜一発第６号ほか）において、公費負担制度について全国的に同

水準の支援がなされる必要があるとされたことを受け、その一部を見直し、別添のと

おり運用することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

なお、本通達をもって前記通達は廃止する。



別添
性犯罪被害者の人工妊娠中絶費用の公費支出要領

１ 趣旨

この要領は、公費支出対象事件による妊娠により、精神的、身体的に深刻な被害

を受けた犯罪被害者（以下「性犯罪被害者」という。）の経済的負担の軽減を図る

とともに、性犯罪被害者の捜査活動に対する協力を確保することを目的として、性

犯罪被害者の人工妊娠中絶（母体保護法（昭和２３年７月１３日法律第１５６号）

における人工妊娠中絶をいう。）に伴う費用を公費で支出するために必要な事項を

定めるものとする。

２ 公費支出対象事件

(1) 強制性交等罪（刑法第１７７条の罪）

(2) 準強制性交等罪（刑法第１７８条第２項の罪）

(3) 監護者性交等罪（刑法第１７９条第２項の罪）

(4) 強制性交等致傷罪（刑法第１８１条第２項の罪）

(5) 強盗・強制性交等罪（刑法第２４１条第１項の罪）

３ 公費支出の適用除外

前２の公費支出対象事件であっても、性犯罪被害者が次に掲げる事項に該当する

ときは、公費による支出を行わないことができるものとする。

なお、警察本部広報県民課長（以下「広報県民課長」という。）は、支出の可否

判断に際しては、犯罪被害者等基本法（平成１６年法律第１６１号）の趣旨に則る

こととし、判断に迷う場合は、事前に警察署長等と協議し、支出の可否を判断する

ものとする。

(1) 公費による支出を希望しない場合

(2) 犯罪被害と認められない場合

(3) 前(1)(2)のほか、支出することが社会通念上適切でないと認められる場合

４ 公費支出の範囲

公費支出の範囲は、前２の公費支出対象事件の犯罪被害による妊娠に伴う人工妊

娠中絶措置に必要な経費の実費額とし、個室使用料等の人工妊娠中絶措置に不可欠

ではない経費については含まないものとする。

５ 申請手続

(1) 警察署長は、性犯罪被害者が公費支出対象事件により妊娠し、人工妊娠中絶を

希望していること又は被害申告前に人工妊娠中絶措置を受けていることを認知し

た場合、性犯罪被害者又は性犯罪被害者が未成年の場合は法定代理人（保護者等）

（以下「性犯罪被害者等」という。）に対し、公費支出制度の趣旨等を別添「説

明事項」を提示しながら説明した上で、性犯罪被害者等の公費支出の希望の有無

を確認すること。

(2) 性犯罪被害者等が公費による支出を希望した場合、警察署長は、「人工妊娠中

絶費用公費支出申請書」（別記様式第１号）により、広報県民課長を経由して申

請するものとする。

６ 支出手続



(1) 広報県民課長は、５の(2)の申請を受けたときは、公費による支出の必要性及

び妥当性について検討した上で支出の可否を決定するものとする。

(2) 支出決定を受けた警察署長は、人工妊娠中絶措置が実施された後、医療機関か

ら「請求書」（別記様式第２号）を受領し、広報県民課長に送付するものとする。

(3) 性犯罪被害者等が、被害申告前に医療機関に対して支払いを行っていたときは、

性犯罪被害者等から、医療機関への支払金額が確認できる書類（領収書等）を添

付した「請求書」（別記様式第３号）を受領し、広報県民課長に送付するものと

する。

(4) 前(2)又は(3)の請求書の送付を受けた広報県民課長は、熊本県会計規則（昭和

６０年３月２６日規則第１１号）等に定めるところにより、医療機関又は性犯罪

被害者等に対して支出手続を行うものとする。

なお、性犯罪被害者等が、被害申告前に医療機関に対して支払いを行っていた

場合は、資金前渡払いにより性犯罪被害者等に対して支出するものとする。

(5) 人工妊娠中絶費用の支出事務は、警察本部広報県民課において行うものとする。

７ 留意事項

(1) 本制度の運用に当たっては、性犯罪被害者等の心情等に十分配慮して、その尊

厳を傷つけないようにすること。

(2) 人工妊娠中絶を行う医療機関の選定に際しては、原則として、性犯罪被害者等

が希望する医療機関とするが、公費支出（後日の口座振り込みによる支払。）が

可能な医療機関であるかを事前に確認するなど、適正な選定に十分配意すること。

(3) 人工妊娠中絶の措置を行う医療機関に対しては、性犯罪被害者等の同意を得た

上で、犯罪の被害による妊娠であることを説明するとともに、性犯罪被害者等が、

周囲の目を気にせず安心して診察等を受けられるよう、精神的負担の軽減に努め

ること。

※ 別記様式・別添（略）


